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（
内
閣
委
員
会
）

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
五
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
特
殊
法
人
等
改
革
基
本
法
に
基
づ
く
特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
た
め
、
自
動

車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
民
間
法
人
化
す
る
た
め
の
措
置
等
を
講
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う

）
に
対
す
る
政
府
の
関
与
の
最
小
限
化

。

１

セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
政
府
の
出
資
に
関
す
る
規
定
を
廃
止
す
る
。

２

現
在
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
役
員
の
定
数
、
任
期
等
に
つ
い
て
定
款
記
載
事
項
と
す
る
と
と
も
に
、
国
家
公
安
委
員

会
に
よ
る
理
事
長
及
び
監
事
の
任
命
制
を
廃
止
し
、
役
員
の
選
任
及
び
解
任
は
、
国
家
公
安
委
員
会
の
認
可
を
受
け
な
け

れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
こ
と
と
す
る
。

３

国
家
公
安
委
員
会
に
よ
る
資
金
計
画
の
認
可
制
及
び
財
務
諸
表
の
承
認
制
、
利
益
及
び
損
失
の
処
理
に
関
す
る
規
定
、

資
金
の
借
入
れ
に
関
す
る
国
家
公
安
委
員
会
の
認
可
制
、
給
与
及
び
退
職
手
当
の
支
給
の
基
準
に
関
す
る
国
家
公
安
委
員

会
の
承
認
制
を
そ
れ
ぞ
れ
廃
止
す
る
。
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二
、
業
務
の
位
置
付
け
を
見
直
し
、
セ
ン
タ
ー
は
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

１

自
動
車
の
運
転
に
関
し
高
度
の
技
能
・
知
識
が
必
要
な
者
等
に
対
す
る
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
。

２

少
年
に
対
す
る
交
通
安
全
に
関
す
る
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
。

３

交
通
違
反
等
に
係
る
累
積
点
数
を
通
知
す
る
こ
と
。

４

運
転
経
歴
証
明
書
、
交
通
事
故
証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
。

５

自
動
車
の
安
全
な
運
転
に
必
要
な
技
能
等
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。

６

研
修
及
び
調
査
研
究
の
成
果
の
普
及
を
行
う
こ
と
。

７

１
～
６
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

８

１
～
７
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務

三
、
罰
則
に
つ
い
て
、
罰
金
及
び
過
料
の
最
高
額
を
見
直
す
。

四
、
本
法
律
は
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
セ
ン
タ
ー
の
定
款
の
変
更
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。


